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内
閣
府
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
や

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
便
乗
し
た
不

正
な
勧
誘
や
個
人
情
報
の
取
得
を

行
お
う
と
す
る
電
話
、
メ
ー
ル
、

手
紙
、
訪
問
等
に
関
す
る
情
報
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
か
た
っ

た
不
審
な
電
話
、
メ
ー
ル
、
手

紙
、
訪
問
等
に
は
十
分
注
意
し
、

内
容
に
応
じ
て
、
相
談
窓
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
や
利

用
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
な

ど
の
手
続
で
…

・
国
の
関
係
省
庁
や
地
方
自
治
体

な
ど
が
、
口
座
番
号
や
口
座
の
暗

証
番
号
、所
得
や
資
産
の
情
報
、家

族
構
成
や
年
金
・
保
険
の
情
報
な

ど
を
聞
い
た
り
、お
金
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
要
求
し
た
り
す
る

こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る

こ
と
も
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
内
容
の
電
話
や
手

紙
、
訪
問
に
は
応
じ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

②
電
話
、
メ
ー
ル
、
訪
問
な
ど
に

よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
安
全
管

理
対
応
の
困
難
さ
な
ど
を
過
度
に

誇
張
し
た
商
品
販
売
や
不
正
な
勧

誘
な
ど
に
は
十
分
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
関
連
で
あ
る

こ
と
を
謳
っ
た
メ
ー
ル
が
送
ら
れ

て
き
た
場
合
、
自
分
の
勤
務
先
な

ど
送
付
者
が
明
ら
か
な
も
の
を
除

き
、
安
易
に
開
封
し
な
い
よ
う
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

④「
な
り
す
ま
し
」の
郵
送
物
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、「
通
知

カ
ー
ド
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申

請
書
在
中
」、「
転
送
不
要
」と
赤

字
で
書
か
れ
た
封
筒
に
入
っ
て
、

簡
易
書
留
で
各
世
帯
に
郵
送
さ
れ

ま
す
。
普
通
郵
便
で
ポ
ス
ト
に

入
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
配
達
員
が
代
金
を
請

求
し
た
り
、
口
座
番
号
な
ど
の
情

報
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
便
乗
し
た

不
正
な
勧
誘
や
個
人
情
報
の
取
得
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

ま
せ
ん
。

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請

の
返
信
用
封
筒
に
は
、
顔
写
真
や

個
人
情
報
を
含
ん
だ
申
請
書
を
入

れ
て
、
返
信
い
た
だ
く
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。
返
信
用
封
筒
の
宛
先

が「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
」で
あ
る
か
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交

付
申
請
書
に
口
座
番
号
な
ど
を
記

載
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑤「
あ
な
た
の
名
前
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
貸
し
て
ほ
し
い
」と
い
っ

た
依
頼
は
詐
欺
の
手
口
で
す
。
こ

う
し
た
手
口
で
、
人
を
欺
く
な
ど

し
て
、
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

取
得
す
る
こ
と
は
法
律
に
よ
り
罰

せ
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
不
正
な
提

供
依
頼
を
受
け
て
自
分
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
他
人
に
教
え
て
し
ま
っ

て
も
、
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

《
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
全
般
の

ご
相
談
は
こ
ち
ら
》

・
内
閣
府
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
７
０
│
20
│
０
１
７
８

《
通
知
カ
ー
ド
や
個
人
番
号
カ
ー

　
ド
の
ご
相
談
は
こ
ち
ら
》

・
総
務
省
個
人
番
号
カ
ー
ド

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
７
０
│
７
８
３
│
５
７
８

《
不
審
な
電
話
な
ど
を

受
け
た
ら
こ
ち
ら
》

・
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
１
８
８（
い
や
や
！
）

《
詐
欺
な
ど
被
害
に

遭
わ
れ
た
ら
こ
ち
ら
》

・
警
察
相
談
専
用
電
話

　
☎
＃
９
１
１
０ 

又
は
最
寄
り
の
警
察
署
ま
で

《
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
含
ま
れ
る　

　
個
人
情
報（
特
定
個
人
情
報
）の

　
取
扱
に
関
す
る
苦
情
は
こ
ち
ら
》

・
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会　

　
苦
情
あ
っ
せ
ん
相
談
窓
口　

　
☎
０
３
│
６
４
４
１
│
３
４
５
２

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
行
財
政
改
革
推
進
室
推
進
係

こ
の
よ
う
な
電
話
な
ど
に

　

注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

ご
相
談
の
各
窓
口

○マイナンバーは、八雲町では10月下旬
　より、世帯ごとに世帯全員分の通知
　カードを簡易書留で随時郵送しています。
○マイナンバーの利用範囲は、法律で社
　会保障・税・災害対策の3つの行政分野
　に限られており、マイナンバーを利用
　する手続では、原則、顔写真付きの身
　分証明証などで、本人確認を徹底する
　ことになっています。
○マイナンバーの通知や利用などの手続
　で、口座番号などを電話などで聞くこ
　とはありません。不審な電話やメール
　はすぐに切る、又は無視することとし、
　内閣府のマイナンバー専用コールセン
　ターや消費者ホットラインに連絡・相
　談いただくか、内容によっては、すぐ
　に警察の相談専用窓口や特定個人情報
　保護委員会の苦情あっせん相談窓口を
　ご利用ください。
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